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号

内
閣
衆
質
一
八
六
第
一
〇
七
号

平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
ガ
ー
ナ
人
男
性
が
強
制
送
還
の
際
に
急
死
し
た
件
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
ガ
ー
ナ
人
男
性
が
強
制
送
還
の
際
に
急
死
し
た
件
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
訴
訟
に
お
け
る
被
告
国
の
主
張
は
、
御
指
摘
の
ガ
ー
ナ
人
男
性
（
以
下
「
当
該
男
性
」
と
い
う
。
）
の
死
因
は

の
う

房
室
結
節
部
の
嚢
胞
状
腫
瘍
に
よ
る
致
死
性
不
整
脈
で
あ
っ
て
窒
息
死
で
は
な
い
こ
と
、
制
圧
行
為
と
当
該
男
性
の
死
亡
と

の
間
に
因
果
関
係
は
な
い
こ
と
、
制
圧
行
為
は
送
還
の
実
現
の
た
め
に
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
内
の
も
の
で
あ
っ
て
国
家
賠

償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
上
の
違
法
は
な
い
こ
と
等
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

現
在
裁
判
所
に
係
属
中
の
事
件
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

当
該
男
性
の
死
亡
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
法
務
省
入
国
管
理
局
に
お
い
て
、
よ
り
安
全
か
つ
確
実
な
送
還
に
万

全
を
期
す
た
め
、
護
送
及
び
送
還
に
係
る
所
要
の
通
達
を
発
出
す
る
と
と
も
に
、
護
送
及
び
送
還
を
担
当
す
る
入
国
警
備
官

の
実
技
訓
練
を
継
続
的
に
実
施
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
四
月
四
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
八
八
号
）
二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お

一



り
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
在
留
期
限
が
切
れ
た
外
国
人
を
本
国
に
送
還
す
る
際
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
死
亡
者
が
出
た
ケ
ー
ス
」

が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
国
人
を
本
国
に
送
還
す
る
際
に
、
入
国
警
備
官
が
同

行
す
る
な
ど
し
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
当
該
男
性
の
死
亡
事
案
以
外
に
死
亡
者
が
発
生
し
た
こ
と
は
な
い
。

な
お
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
当
該
男
性
の
死
亡
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
法
務
省
入
国
管
理
局
に

お
い
て
、
よ
り
安
全
か
つ
確
実
な
送
還
に
万
全
を
期
す
た
め
、
護
送
及
び
送
還
に
係
る
所
要
の
通
達
を
発
出
す
る
と
と
も
に
、

護
送
及
び
送
還
を
担
当
す
る
入
国
警
備
官
の
実
技
訓
練
を
継
続
的
に
実
施
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

現
在
、
田
内
正
宏
は
大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
正
で
あ
り
、
髙
宅
茂
は
既
に
退
職
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

当
該
男
性
の
死
亡
事
案
に
関
し
て
、
御
指
摘
の
両
名
が
懲
戒
処
分
又
は
法
務
省
の
内
規
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
た
事
実
は

な
い
。

二


